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株式会社チーズケーキファクトリーとの資本及び業務提携 

並びに同社製造商品を当社株主優待「厳選ご優待品」の対象とするお知らせ 

 

 

当社は、株式会社チーズケーキファクトリーが平成 17 年６月 17 日に実施しました、第

三者割当による新株式発行の一部(600 株、30 百万円)を引受けることにより資本提携し、

平成 17 年６月 20 日開催の当社取締役会において、同社との間で当社展開ブランドにおけ

る「デザート」に関するプロデュース業務についての提携を行うことを決議いたしました。

また、同社製造商品の一部を当社株主優待の「厳選ご優待品」に加えることといたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 資本及び業務提携の理由 

当社グループは、「北前そば高田屋」「とり鉄」「暖中」、並びに「ヤマダモンゴル」を始

めとした飲食ブランドの開発、直営店及びフランチャイズ（以下ＦＣという）店展開を行

っており、消費者の動向に適応した商品、業態の開発は当社事業の要と認識しております。 

デザートは『別腹』と称されている中で、当社展開ブランドにおいての消費比率は高い

ものではないことから、デザートという「カテゴリー」での商品開発を拡充することで、

他社ブランドとの差別化、利用動機の拡大に繋がる有効な商材であると判断し、株式会社

チーズケーキファクトリーとの資本及び業務提携を行い、当社展開ブランドを更に魅力あ

るものとし、事業の拡大に努めることと致しました。 

株式会社チーズケーキファクトリーはチーズケーキをメインにテイクアウト、バイキン

グ、カフェ事業に取組み、現在首都圏を中心に 30 店舗を展開しているチーズケーキの専

門店として既に確立されている企業であることから、当社が展開するブランドで提供する

「デザート」のプロデュースに関する業務委託に至りました。 



なお、同社との関係は今回の資本及び業務提携を手掛かりとして、さらなるアライアン

スを組み、両社にとってメリットのある形で共に繁栄したいと考えております｡ 

 

2. 業務提携の内容 

当社展開ブランドで提供する「デザート」のプロデュースに関する業務 

 

3. 株式会社チーズケーキファクトリーの概要 

（１）商 号 株式会社チーズケーキファクトリー 

（２）本 店 所 在 地 東京都世田谷区用賀四丁目28番18号 

（３）代 表 者 代表取締役会長 雨宮 貴之 

（４）設 立 年 月 日 昭和 27 年 10 月 28 日 

（５）資 本 金 34,000 千円（平成 17 年５月 31 日現在） 

（６）事 業 概 要 チーズケーキ、チーズ菓子、洋菓子全般製造・販売 

（７）決 算 期 ６月 

（８）従 業 員 数 75 名 

 (注)平成17年５月17日開催の同社取締役会決議並びに同社全株主の承認を基に、同社第三

者割当による新株式発行（申込期間・払込期日：平成17年６月17日）について、当社

は同社に対して600株（発行価額：１株につき50,000円）の引受をしており、この増

資後における当社の議決権比率は12.8%であります。 

 

4. 日程 

平成 17 年６月 20 日 取締役会決議・基本合意契約締結 

 

5. 今後の見通し 

今回の業務提携による今期（平成 17 年 12 月期）の連結業績における影響は軽微である

と考えております。 

なお、今回の業務提携により平成 17 年 12 月中間期末の株主様を対象とした株主優待券

を「当社厳選ご優待品」と引き換えるサービスのラインアップに株式会社チーズケーキフ

ァクトリーの製造する洋菓子の一部を加えることと致しました。詳細品目につきましては、

決定次第ご報告いたします。 

 

以上 

 


